
第38期

年次報告書

自 平成24年１月１日

至 平成24年12月31日

第38期定時株主総会招集ご通知添付書類



害1害

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、当社第38期（平成24年１月１日から平

成24年12月31日まで）の概況及び決算の概要

をご報告申し上げます。

平成25年３月

代表取締役社長兼会長 谷 口 義 晴

企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度の世界経済は、堅調な新興各

国の経済成長や災害からの復興需要が期待さ

れていましたが、財政不安から欧州経済が落ち

込んだことに伴い新興国の成長も鈍化したこ

とや、米国の景気回復も緩やかであることか

ら、景気の回復は期待ほど高まりませんでし

た。国内においては災害復興後の自動車生産

回復や省エネ関連分野等、一部明るい展望がみ

られましたが、海外における需要の減少や長期

の円高、近隣諸国との政治問題による輸出不振

や、デフレ経済と政治的混乱等将来的な不安要

素によって、消費の拡大は見られず厳しい状況

となりました。

この様な状況の中で当社グループでは、
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イ．堅調な自動車業界向けのセンサ受注を安

定継続的に維持するため、生産機能の充

実と品質向上に努めております。

ロ．国内での省エネ関連製品需要の高まりか

らLED照明関係の製品開発と受注獲得

に注力しております。

ハ．センサ搭載製品の裾野を拡大させるため

の製品開発、受注活動を引き続き行うと

共に、特定の地域に依存しない多地域で

の受注活動と更なるシェア獲得を目指し

ての営業活動、及び生産拠点が特定地域

に集中することによるリスクを回避する

ための投資活動を行っております。

ニ．人材育成や意思疎通の迅速化、営業活動

の効率化を目指して、よりフレキシブル

な経営資源の投入を行うことができるよ

う組織を再編成致しました。

この様な活動と受注状況の結果、売上高は

16,089百万円（前年同期比2.3％減）となりま

した。利益面におきましては、営業利益は研究

開発費の減少などから販管費が減少したもの

の、売上高の減少などにより1,891百万円（前年

同期比33.8％減）となりました。経常利益は、

受取利息が増加し、為替差益を計上しました

が、営業利益の減少による影響から2,331百万

円（前年同期比20.7％減）となりました。当期

純利益は補助金の収入などにより1,539百万円

（前年同期比33.2％減）となりました。

（２）資金の調達及び設備投資の状況

当連結会計年度中において実施致しました当

社グループの設備投資の総額は501百万円とな
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りました。その主な内容は、当社において機械

装 置 の 増 設 に127百 万 円、子 会 社NICERA

PHILIPPINESINC.の工場能力拡充のための増設等

に346百万円などであります。また、当連結会

計年度における所要資金は、自己資金で賄って

おり、新株発行等による特別な資金調達はあり

ません。

当連結会計年度において重要な設備の除却、

売却等はありません。

（３）直前３事業年度の財産及び損益の状況

第38期
(平成24年12月期)
（当連結会計年度）

第 37期
(平成23年12月期)

第 36期
(平成22年12月期)

第 35期
(平成21年12月期)区 分

16,08916,46216,73813,101売上高 (百万円)

2,3312,9382,4521,278経常利益 (百万円)

1,5392,3051,636919当期純利益 (百万円)

62.9894.3064.5036.12
１株当たり
当期純利益 (円)

44,84041,94140,66439,348総資産 (百万円)

40,79138,27036,48837,558純資産 (百万円)

1,595.991,500.501,427.481,410.04
１株当たり
純資産額 (円)

（注）１．記載金額は、１株当たり当期純利益及び１株当たり

純資産額を除き、単位未満を切捨てて表示しており

ます。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平

均発行済株式総数に基づいて算出しております。ま

た、１株当たり純資産額は、発行済株式総数から自

己株式数を控除した株式数に基づいて算出しており

ます。
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（４）対処すべき課題

経済活動が地球規模で行われることによっ

て、天災人災を問わず一地域の出来事が世界全

体に影響を与えるようになっていることや、低

成長経済の中ではますます低価格化が好まれる

こともあり、事業環境は極めて厳しい状況と

なっております。この様な状況の中で存続して

いくには、世界的シェアの維持拡大、継続的な

コスト削減とリスク分散可能な生産体制の構

築、市場が要求する新製品への取り組み及び用

途の拡大に一層傾注していくことが必要であ

り、また、成長の為には当社コア事業にシナ

ジー効果のある他社との取り組み、或いは新規

事業分野への進出も必要であると考えておりま

す。

① 生産体制

当社グループは、生産活動は顧客の要求を

実現すると共に、当社へ利益をもたらす地域

で行うことを基本に考えており、従来より海

外生産に前向きに取り組んで参りました。そ

の結果、現在の当社グループの生産の中心は

海外になっております。現在多くの企業が中

国進出を進めておりますが、当社は27年前か

ら中国生産を行ってきております。この間に

蓄積された現地での経営ノウハウ、人脈等が

無形の資産となり当社グループの利益の源泉

となっております。今後もこれらの力を最大

限に活かして、中国現地工場での生産体制の

一層の効率化を進めていく一方、リスク分散

の必要性から他地域での生産体制の強化も進

め、地球的視野から生産地と消費地の調和を

図って参ります。その一環として、フィリピ
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ン現地法人の工場能力の増設を行い生産品目

を拡大しております。また、国内において

は、これらの量産工場に移管する前の開発製

品の生産体制の確立等を目指す工場を構築

し、この工場を各量産工場のマザー工場とし

てグループ全体の生産体制を強化して参りま

す。

② 新製品の開発

当社グループでは、市場での競争力を高め

ていくためにフェライト、セラミックの新材

質の開発、既存製品の改良新機種の開発、新

製品の開発を常に続けており、そのために研

究所及び事業部門の中に技術部署を設けてお

ります。技術部署は市場に直結する主要製品

部門毎に設置し、顧客ニーズを汲み取りなが

ら新製品の開発、改良に取り組んでおりま

す。また、センサ等の当社製品を組み込んだ

モジュール品の開発を鋭意進め、市場に提供

して参ります。研究所におきましては、現在

の主要製品とは別に今後当社の核となる製品

の開発に取り組んでおります。また、製品の

競争力を一層高めていくために、鳥取大学、

鳥取県、鳥取市と協定を結び、ＭＥＭＳ技術

の確立を進めて参ります。

③ 営業体制

従来製品ごとに営業担当者を振り分けてい

た当社営業部門を、販売地域ごとに当社全取

扱製品を効率よく営業活動が可能になるよう

組織体系を変更致しました。これにより営業

活動費用を抑えつつ拡販を行い、複数の製品

取り扱いが可能な人材育成を強化して参りま

す。
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株主の皆様には今後とも一層のご支援、ご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

（５）主要な事業内容

セラミックセンサ、フェライト、モジュール

製品などの電子部品並びにその関連製品の研究

開発及び製造販売を主たる事業として行ってお

ります。

（６）主要な営業所及び工場等

（平成24年12月31日現在）

① 当社

② 主要な子会社

主要な営業拠点

NICERAEUROPEANWORKSLTD.（イギリス）

NICERAHONGKONGLTD.（香 港）

NICERAAMERICACORP.（アメリカ）

主要な生産拠点

昆山日セラ電子器材有限公司 （中 国）

NICERAPHILIPPINESINC.（フィリピン）

鳥取県鳥取市本社テクニカルセンタ

鳥取県鳥取市先進技術開発研究所

鳥取県鳥取市南 栄 工 場

鳥取県鳥取市湖 山 工 場

鳥取県八頭郡八 東 研 究 所

東京都中央区東 京 営 業 所

大阪市淀川区大 阪 営 業 所
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（７）使用人の状況（平成24年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

前連結会計年度末比増減使 用 人 数

148名減（297名増）2,014（1,445）名

（注）使用人数は就業員数であり、パートターマー、派遣社

員及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

② 当社の使用人の状況

平均勤続年数平均年齢前事業年度末比増減使用人数

11.6年40.0歳12名増（1名減）316（2）名

（注）使用人数は就業員数であり、パートタイマー及びアル

バイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して

おります。

（８）重要な親会社及び子会社の状況

（平成24年12月31日現在）

① 親会社との関係

該当事項はありません。
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主要な 事業内容
当社の
議決権比率

資 本 金名 称

％

当社及び関係会社の
製品の販売

1001,466千英ポンド
NICERA EUROPEAN
WORKSLTD.

電子部品並びに関連
製品の製造販売

100499,822千人民元
昆山日セラ電子器材有
限公司

当社製品組立加工請
負

10010,000千円日セラテック株式会社

雑貨、電気製品の仕
入・販売及び通信販
売

10050,000千円
日セラマーケティング
株式会社

当社及び関係会社の
製品の販売

100150千香港ドル
NICERA HONG
KONGLTD.

当社及び関係会社の
製品の販売

100100千米ドル
NICERA AMERICA
CORP.

電子部品並びに関連
製品の製造

10025,000千比ペソ
NICERA
PHILIPPINESINC.

電子部品並びに関連
製品の製造販売

90134,026千人民元
上海日セラ磁性器材有
限公司

電子部品並びに関連
製品の製造販売

55147,808千人民元
上海日セラセンサ有限
公司

電子部品並びに関連
製品の製造

7513,196千人民元
昆山科尼電子器材有限
公司

電子部品並びに関連
製品の製造販売

5116,000千人民元
日セラ三和電器(蘇州)
有限公司

② 子会社の状況

（注）昆山科尼電子器材有限公司に対する当社の議決権比率に

つきましては、上海日セラセンサ有限公司による間接所

有割合であります。

（９）主要な借入先及び借入額

該当事項はありません。

（10）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項（平成24年12月31日現在）

（１）発行可能株式総数 80,000,000株

（２）発行済株式の総数 24,448,214株

（自己株式を除く）

（３）株主数 4,629名

（前期末比401名増加）

（４）大株主（上位10名）

持株比率持株数株 主 名

15.47％3,783千株谷口興産有限会社

8.392,052TAIYOPEARLFUND,L.P.

8.332,037日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

8.151,993
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

5.241,282
THE SFP VALUE REALIZATION
MASTERFUNDLTD.

4.551,113日セラ興産株式会社

4.431,084株式会社山陰合同銀行

3.48851
STATESTREETBANKANDTRUST
COMPANY

3.22788谷口 義晴

2.27556穐山 正紀

（注）持株比率は自己株式（1,864,188株）を控除して計算して

おります。
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（５）所有者別株式分布

比率所有株式数株主数区分

％千株名

23.096,0774,376個人・その他

－－－政府・地方公共団体

23.996,31331金融機関

19.925,24280その他国内法人

25.346,668105外国人

0.5514536証券会社

7.081,8641自己名義株式

100.0026,3124,629合 計

（６）所有数別株式分布

比率所有株式数株主数区分

％千株名

0.039286１単元未満

1.453832,184１単元以上

1.27335572５単元以上

8.402,2101,37610単元以上

2.185748950単元以上

6.521,71879100単元以上

4.481,17816500単元以上

12.853,382161,000単元以上

55.6914,655105,000単元以上

7.081,8641自己名義株式

100.0026,3124,629合 計
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新株予約権等に関する事項

当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め

るとともに当社の企業価値を向上させることを

目的として、当社の取締役及び使用人に対して

ストック・オプションとしての新株予約権を発

行しました。その概要は、次のとおりです。

（１）新株予約権の状況（平成24年12月31日現在）

権利行使期間権利行使価額
新株予約権
の払込金額

新株予約権の目的とな
る株式の種類及び数

新株予約
権の数

発行日

平成26年３月30日～
平成29年３月29日

１株につき
1,496円

無償
当社普通株式

259,000株
2,590個

平成24年
４月16日

（２）当社役員の新株予約権の保有状況

（平成24年12月31日現在）

新株予約権の目的
となる株式の数

保有数保有者数区分発行日

71,000株710個５名
取締役

（社外取締役を除く）
平成24年４月16日

（３）当期中に当社使用人等に交付した

新株予約権の状況

新株予約権の目的
となる株式の数

交付数
交付対
象者数

区分発行日

188,000株1,880個100名当社使用人平成24年４月16日

（注）新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。

１．新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行

役員又は従業員であることを要する。但し、取締役

が任期満了により退任した場合、執行役員又は従業

員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある

場合は、この限りではない。

２．新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行

使できないものとする。
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会社役員に関する事項

（１）取締役及び監査役の状況（平成24年12月31日現在）
重要な兼職の状況担 当地 位氏 名

日セラ興産株式会社
代表取締役社長
昆山日セラ電子器材有限公司
董事長
上海日セラ磁性器材有限公司
董事長
日セラ三和電器(蘇州)有限公司
董事長

代表取締役
社長兼会長

＊ 谷口 義晴

上海日セラセンサ有限公司
総経理

経営企画室、統括
総務部、
上海日セラセンサ
有限公司担当

代表取締役
専 務

＊ 谷口 真一

統括応用事業部担
当

常務取締役＊ 広富 一隆

NICERA HONGKONGLTD.
総経理

ＨＳ営業部、
NICERA HONG
KONGLTD.担当

取 締 役＊ 中川 健二

センサ事業部担当取 締 役* 谷田 明彦

常勤監査役久留飛精敏

山根公認会計士事務所 所長監 査 役山根 治

鳥取科学器械株式会社
代表取締役社長

監 査 役手石 幸洋

株式会社中尾税経総合事務所
常務取締役

監 査 役中尾修治郎

（注）１．監査役山根 治氏、手石幸洋氏及び中尾修治郎氏

は、社外監査役であります。

２．＊印を付した取締役は、執行役員を兼務しておりま

す。なお、取締役兼務者以外の執行役員は、次の８

名です。

福井孝志、森本博文、藤原佐和子、鍾立群、

藤原英機、本城 圭、森本 隆、重森 巧

３．監査役山根治氏は、公認会計士として会計事務に精

通しており、監査役中尾 修治郎氏は、税理士として

税務に精通していることから、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しております。

４．当社は、監査役山根 治氏を東京証券取引所及び大阪

証券取引所の各規則に定める独立役員として指定

し、それぞれ各取引所に届け出ております。
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（２）取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る取締役及び監査役の報

酬等の総額

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成３年３月28日開催の

第16期定時株主総会決議において年額160百万円

以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決

議いただいております。また、別枠で平成24年３

月29日開催の第37回定時株主総会においてス

トック・オプション報酬額として年額50百万円以

内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成３年３月28日開催の

第16期定時株主総会決議において年額40百万円

以内と決議いただいております。

４．役員賞与には当事業年度における役員賞与繰入額

を記載しております。

５．ストック・オプションには新株予約権に係る当事

業年度における費用計上額を記載しております。

６．上記のほか、当事業年度において取締役及び監査

役が受ける見込みの額が明らかとなった退職慰労

金は、次のとおりであります。なお、これらの金

額には、過年度の事業報告において開示した役員

退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

・平成24年３月29日開催の第37回定時株主総

会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う

打切り支給について承認され、平成24年４月

２日開催の取締役会決議及び平成24年４月

25日開催の監査役会決議による、役員退職慰

労金制度廃止に伴う打切り支給予定額

取締役４名 16百万円

監査役４名 0百万円

（うち社外監査役３名 0百万円）

対象となる
役員の員数

報酬等の種類別の総額（百万円）
報酬等の総額
（百万円）

区 分
ストック・
オプション

役員賞与基本報酬

5名
（ ―名）

4
（ ―）

14
（ ―）

43
（ ―）

61
（ ―）

取締役
（うち社外取締役）

4名
（ 3名）

―
（ ―）

0
（0）

4
（1）

6
（1）

監査役
（うち社外監査役）

9名
（ 3名）

4
（ ―）

15
（0）

48
（1）

68
（1）

合 計
（うち社外役員）
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（３）社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社

と当該他の法人等との関係

イ．監査役山根 治氏は、山根公認会計士

事務所の所長を兼務しております。な

お、当社と当該他の法人等との間には

特別な関係はありません。

ロ．監査役手石幸洋氏は、鳥取科学器械株

式会社の代表取締役社長を兼務してお

ります。なお、当該他の法人等は、当

社との間で消耗品等及び設備の購入取

引があります。

ハ．監査役中尾修治郎氏は、株式会社中尾

税経総合事務所の常務取締役を兼務し

ております。なお、当社と当該他の法

人等との間には特別な関係はありませ

ん。

② 当事業年度における主な活動状況

イ．取締役会及び監査役会への出席状況

監査役会（５回開催）取締役会（30回開催）

出席率出席回数出席率出席回数

100.0％５回83％25回監査役 山根 治

80.0％４回83％25回監査役 手石 幸洋

100.0％５回83％25回監査役 中尾修治郎

ロ．取締役会及び監査役会における発言状

況

・監査役山根 治氏は、取締役会及び監

査役会において、会計に関する観点よ

り適宜質問をし、必要に応じて社外の

立場から意見を述べております。

・監査役手石幸洋氏は、取締役会及び監
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査役会において、会社経営者としての

立場から適宜質問をし、必要に応じて

社外の立場から意見を述べておりま

す。

・監査役中尾修治郎氏は、取締役会及び

監査役会において、税務及び財務に関

する観点より適宜質問をし、必要に応

じて社外の立場から意見を述べてお

ります。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の名称 優成監査法人

（２）責任限定契約に関する事項

当社は、定款に会計監査人の責任限定契

約に関する規定を設けております。

当該定款に基づき、当社が会計監査人と

締結した責任限定契約の内容の概要は次の

とおりであります。

（会計監査人との責任限定契約の概要）

会社法第423条第１項の賠償責任につい

て、善意かつ重大な過失がない場合には賠

償責任を法令が定める限度額までとする。

（３）報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法

に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報

酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれら

の合計額を記載しております。

支 払 額

16百万円当事業年度に係る報酬等の額

16百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

（４）非監査業務の内容

該当事項はありません。

（５）解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条

第１項各号に定める項目に該当すると認め
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られる場合は、監査役全員の合意に基づき

監査役会が、会計監査人を解任致します。

この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後最初に招集される株主総会におき

まして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告致します。

なお、監査役会は、会計監査人の継続監

査年数等を勘案致しまして、再任もしくは

不再任の決定を行います。
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会社の体制及び方針

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において業務の適正を確

保するための体制の基本方針について次のと

おり決議しております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制

毎朝行われる連絡会に取締役を含む事業

部門長が出席し各部門の業務状況、問題点

を協議し全社に問題点を水平展開できる体

制をとっております。社内に定める個別規

定によって各業務の手順を定めることによ

り使用人の職務の執行が法令、定款に適合

することを確保していきます。法務室にお

いて業務の流れを法的な面から管理すると

共に、内部監査室においては社内の規定に

適合しているかを確認し規定の見直しを逐

次進めて参ります。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録、連絡

会議事録、稟議書、印鑑申請書及び経理関

係資料等の重要資料は法令或いは社内文書

管理規定に従い保存・管理し、必要となる

関係者が閲覧できる体制にしております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の

体制
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稟議規定、売掛金（与信管理）規定など

のリスクに関する社内規定は必要に応じリ

スク管理の観点から見直し、新設を進めて

参ります。投資リスクに関しましては稟議

規定に基づき投資部門が起案すると共に管

理部門、事業関連部門が意思決定に参加し

リスクの軽減を図って参ります。内部監査

室、関係会社管理室においては内部監査、

関係会社の業務状況からリスクの洗い出

し、また、その対策をまとめ社長へ報告す

ると共に各部門に対して解決への指示を

行って参ります。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

執行役員制度を導入し取締役と執行役員

の業務を極力分離し、取締役機能の強化、

効率化を図っております。取締役会では重

要事項の決定、取締役の実行状況の監督を

行うほか、各事業執行部門は毎月１回開催

する業務報告会において自部門の月別業務

状況を取締役に報告、審議すると共に、毎

朝行われる連絡会には取締役も参加し日常

の業務状況を確認しております。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

関係会社管理室が各関係会社より毎月１

回業務報告を受け、毎月開催される報告会

において報告し、問題点がある場合は対応

方法を現地会社と協議し解決します。ま

た、関係会社での重要な投資案件について
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は事前に当社の承認を受けてから行う等に

より各社を管理しております。内部監査室

は関係会社管理室、監査役と共同し効率的

な関係会社監査体制を構築して参ります。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を

置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人の設

置を求めた場合、監査役と取締役とが協議

し使用人の設置を行います。監査役を補助

する使用人の人数、職位、他部署との兼務

とするかどうかは監査役と取締役が協議し

決定します。

⑦ 監査役を補助する使用人の取締役からの

独立性に関する事項

監査役を補助する使用人の独立性を確保

するため当該使用人の人事考課、異動、懲

戒、解雇については監査役の事前の同意を

必要とします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するた

めの体制

常勤監査役は取締役会のほか月次毎の報

告会、毎朝行われる連絡会などの社内諸会

議に出席できるものとします。取締役及び

使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れの

ある事実を発見したときは直ちに監査役に

報告すると共に、各監査役からその業務の

執行に関して報告、資料の提供等を求めら

れた場合は速やかに対応するものとしま
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す。監査役は稟議書、その他業務執行に関

する文書を閲覧し取締役及び使用人に対し

てその説明を求めることができます。内部

監査室は内部監査の結果の報告、監査役と

の協議をより実効性のある体制にして参り

ます。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われる

ことを確保するための体制

監査役は内部監査室、会計監査人と連携

し情報の共有、迅速に問題点を把握してい

く体制を進めて参ります。

（２）会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、収益力の向上に努め、事業の発展の

基礎となる財務体質の強化、今後の投資のため

の内部留保の充実を進めると共に、株主各位へ

は経営環境を配慮して按分した利益配分を行う

こととしております。

この方針に基づき決算状況を勘案した適切な

株主還元の決定を行っていく考えであり、従来

から株式分割、増配、記念配当、自社株購入な

どを適宜実施して参りました。内部留保金につ

きましては、企業価値を更に高めるため、新製

品の開発、製品改良、生産設備の合理化に投資

して参ります。

当期の配当金につきましては、株主各位のご

支援の結果、この度、新製品として、所定の位

置に顔を近づけるだけで非接触で自動的に額の

温度を測定する「赤外線式体表温度計（サーモ

デコ）」を開発し、平成25年１月から発売開始と

なりましたので、その記念配当として１株当た

り10円とし、普通配当１株当たり20円と合わ

せて計１株当たり30円と決定し、平成25年３

月13日より支払いを開始させていただきます。

期末配当金に関するお知らせ

① 期末配当金

１株につき30円（うち記念配当10円）

② 期末配当金の基準日 平成24年12月31日

③ 支払開始日 平成25年３月13日（水曜日）

④ 配当原資 利益剰余金
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（本事業報告中に記載の金額、株数につきまし

ては表示単位未満を切り捨て、比率その他につ

きましては表示単位未満を四捨五入しており

ます。）
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連結貸借対照表（平成24年12月31日現在）

（単位：百万円）

金 額科 目

（負債の部）

3,805流動負債

2,719支払手形及び買掛金

17設備関係支払手形

341未払金

446未払法人税等

6賞与引当金

15役員賞与引当金

258その他

243固定負債

80繰延税金負債

139退職給付引当金

23その他

4,048負債合計

（純資産の部）

39,250株主資本

10,241資本金

12,033資本剰余金

19,377利益剰余金

△2,403自己株式

△231その他の包括利益累計額

△7その他有価証券評価差額金

△223為替換算調整勘定

17新株予約権

1,755少数株主持分

40,791純資産合計

44,840負債・純資産合計

金 額科 目

（資産の部）

32,414流動資産

20,837現金及び預金

3,613受取手形及び売掛金

1,895有価証券

5,629たな卸資産

198繰延税金資産

283その他

△43貸倒引当金

12,426固定資産

9,936有形固定資産

4,603建物及び構築物

2,179機械装置及び運搬具

3,002土地

3建設仮勘定

148その他

569無形固定資産

558土地使用権

10その他

1,919投資その他の資産

1,826投資有価証券

67出資金

172長期貸付金

3繰延税金資産

91その他

△241貸倒引当金

44,840資産合計
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金 額科 目

16,089売上高

12,126売上原価

3,962売上総利益

2,070販売費及び一般管理費

1,891営業利益

営業外収益

255受取利息及び配当金

137為替差益

33貸倒引当金戻入額

47448その他

営業外費用

12売上債権売却損

20持分法による投資損失

352その他

2,331経常利益

特別利益

189189補助金収入

特別損失

4固定資産売却損

106固定資産除却損

2,509税金等調整前当期純利益

843法人税、住民税及び事業税

842△0法人税等調整額

1,666少数株主損益調整前当期純利益

127少数株主利益

1,539当期純利益

（単位：百万円）

連結損益計算書（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）
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（単位：百万円）

連結株主資本等変動計算書（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）

その他の包括利益累計額株主資本

その他の
包括利益
累計額
合 計

為替換算
調整勘定

その他有
価証券評
価差額金

株主資本
合 計

自己
株式

利 益
剰余金

資 本
剰余金

資本金

△1,773△1,713△5938,457△2,40318,58512,03310,241平成24年１月１日残高

連結会計年度中の変動額

―――△733―△733――剰余金の配当

―――1,539―1,539――当期純利益

―――△0△0―――自己株式の取得

―――00―0―自己株式の処分

―――△13―△13――その他

1,5411,49051―――――
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

1,5411,49051792△07920―
連結会計年度中の変動額
合計

△231△223△739,250△2,40319,37712,03310,241平成24年12月31日残高

純資産
合 計

少数株主
持 分

新株
予約権

38,2701,586―平成24年１月１日残高

連結会計年度中の変動額

△733――剰余金の配当

1,539――当期純利益

△0――自己株式の取得

0――自己株式の処分

△13――その他

1,72816917
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

2,52016917
連結会計年度中の変動額
合計

40,7911,75517平成24年12月31日残高
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
決 潔激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激

平成25年２月15日

日本セラミック株式会社

取 締 役 会 御中

優 成 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 善 孝 魁

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鶴 見 寛 魁

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 本 間 洋 一 魁

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本セラミック株式会社の
平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結

計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結
計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計
算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、日本セラミック株式会社及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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貸借対照表 （平成24年12月31日現在）

金 額科 目金 額科 目

（負債の部）（資産の部）

3,232流動負債20,544流動資産

1,308支払手形12,431現金及び預金

17設備関係支払手形803受取手形

1,080買掛金2,353売掛金

230未払金1,770有価証券

83未払費用2,795たな卸資産

429未払法人税等98繰延税金資産

17前受金150関係会社短期貸付金

6賞与引当金187未収入金

15役員賞与引当金23その他

43その他△69貸倒引当金

241固定負債

128繰延税金負債

88退職給付引当金

23その他

3,474負債合計19,919固定資産

（純資産の部）6,540有形固定資産

36,979株主資本3,181建物

10,241資本金36構築物

12,033資本剰余金275機械装置

11,854資本準備金1車輌運搬具

179その他資本剰余金39工具、器具及び備品

179自己株式処分差益3,002土地

17,107利益剰余金3建設仮勘定

224利益準備金10無形固定資産

16,882その他利益剰余金8ソフトウエア

439固定資産圧縮積立金1電話加入権

20特別償却準備金0その他

12,322別途積立金13,368投資その他の資産

4,101繰越利益剰余金1,826投資有価証券

△2,403自己株式344関係会社株式

0出資金

△7評価・換算差額等10,102関係会社出資金

△7その他有価証券評価差額金172長期貸付金

1,100関係会社長期貸付金

17新株予約権79その他

△257貸倒引当金

36,989純資産合計

40,464負債・純資産合計40,464資産合計

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

損益計算書（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）

金 額科 目

14,401売上高

11,670売上原価

2,731売上総利益

1,185販売費及び一般管理費

1,546営業利益

営業外収益

250受取利息及び配当金

76為替差益

49貸倒引当金戻入額

43761雑収入

営業外費用

1212売上債権売却損

1,971経常利益

特別利益

9固定資産売却益

9586補助金収入

特別損失

11固定資産除却損

2,065税引前当期純利益

746法人税、住民税及び事業税

77427法人税等調整額

1,291当期純利益
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（単位：百万円）

株主資本等変動計算書（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）

株 主 資 本

利 益 剰 余 金資 本 剰 余 金

資本金 利 益
剰余金
合 計

その他利益剰余金

利 益
準備金

資 本
剰余金
合 計

自己株
式処分
差 益

資 本
準備金

繰 越
利 益
剰余金

別 途
積立金

特 別
償 却
準備金

固定資
産圧縮
積立金

16,5493,52312,3222445422412,03317911,85410,241平成24年１月１日残高

事業年度中の変動額

△733△733――――――――剰余金の配当

1,2911,291――――――――当期純利益

―△46――46―――――固定資産圧縮積立金の積立

―62――△62―――――固定資産圧縮積立金の取崩

――――――――特別償却準備金の積立

―4―△4――――――特別償却準備金の取崩

――――――――――自己株式の取得

――――――00――自己株式の処分

――――――――――
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

557578―△4△15―00――事業年度中の変動額合計

17,1074,10112,3222043922412,03317911,85410,241平成24年12月31日残高

純資産
合 計

新株
予約権

評価・換算差額等株主資本

評価・
換 算
差額等
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

株 主
資 本
合 計

自己株式

36,363△59△5936,422△2,403平成24年１月１日残高

事業年度中の変動額

△733――△733―剰余金の配当

1,291――1,291―当期純利益

――――――固定資産圧縮積立金の積立

――――――固定資産圧縮積立金の取崩

――――――特別償却準備金の積立

――――――特別償却準備金の取崩

△0――△0△0自己株式の取得

0――00自己株式の処分

68175151――
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

626175151557△0事業年度中の変動額合計

36,98917△7△736,979△2,403平成24年12月31日残高



害31害

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
決 潔激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激激

平成25年２月15日

日本セラミック株式会社

取 締 役 会 御中

優 成 監 査 法 人

指 定 社 員
公認会計士 加 藤 善 孝 魁

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 鶴 見 寛 魁

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 本 間 洋 一 魁

業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本セラミック株式
会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第38期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの第38期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監

査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役

及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制

の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について

定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検

討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整

備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、

当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務

の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年２月21日

日本セラミック株式会社 監査役会

常勤監査役 久留飛 精 敏 魁

社外監査役 山 根 治 魁

社外監査役 手 石 幸 洋 魁

社外監査役 中 尾 修治郎 魁
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毎年１月１日から12月31日まで事 業 年 度
毎年３月定時株主総会

基 準 日
定時株主総会・期末配当 毎年12月31日

毎年６月30日（注）中間配当

その他必要がある場合、あらかじめ公告する一定の日
（注）剰余金の配当につきましては、当社は従来より年１回期末配当のみを

実施しております。

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先

電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の
本店及び全国各支店で行っております。

（電話照会先）

１００株１単元の株式数
電子公告により、下記の当社ホームページ
に掲載致します。ただし、電子公告による
ことができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載
致します。

公 告 方 法

http://www.nicera.co.jp/ホームページアドレス
東京証券取引所 市場第１部
大阪証券取引所 市場第１部

上場金融商品取引所

株主メモ

◆住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特

別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出くださ

い。

◆期末配当金の支払について

第38期期末配当金は、平成25年２月８日開催の取締役会において、剰余金

の配当について決議し、期末配当金に関しましては、１株につき30円（うち

記念配当10円）、支払開始日を平成25年３月13日としてお支払いすることを

決議しております。

期末配当金は、｢第38期期末配当金領収書｣により、払渡し期間（平成25年

３月13日から平成25年４月15日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支

店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り願います。

また、配当金の口座振込をご指定の方には｢配当金計算書｣及び｢お振込先

について｣を、株式数比例配分方式をご指定の方には｢配当金計算書｣及び｢配

当金のお受け取り方法について｣をご確認下さい。
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平成26年1月1日
～平成49年12月31日

平成25年1月1日
～平成25年12月31日

～平成24年12月31日
配当金等の
効力発生日

20.315％10.147％10％

上場株式等の
配当等の税率

所得税等
15.315％（※2）内

訳

所得税等
7.147％（※1）内

訳

所得税7％内
訳

住民税 5％住民税 3％住民税3％

（※1）所得税率（軽減税率）7％+復興特別所得税にかかる追加分0.147％
(7％×復興特別所得税率2.1％)

（※2）所得税率（本則税率）15％+復興特別所得税にかかる追加分0.315％
（15％×復興特別所得税率2.1％)

（ご参考）
・配当等をお受け取りになる方が法人の場合には、住民税は課税されません。
・配当等をお受け取りになる方が個人の場合で、発行済株式総数の3％以上の株
式等を所有される場合の税率は、記載の内容と異なります。

◆決議通知について

当社では従来から地球環境等に配慮し省資源化を推進しており、その一環

として本定時株主総会から決議通知につきましては、従来のハガキの発送に

変えて当社ホームページで開示することに決定致しました。

何卒ご理解賜りますようよろしくお願い致します。

当社へのお問い合わせは
日本セラミック株式会社
社長室または総務部まで
TEL（0857）53－3600
FAX（0857）53－3676
E-mailnicera@nicera.co.jp

当社の情報はインターネット
でご案内しております。
ホームページ
http://www.nicera.co.jp/

◆復興特別所得税に関するご案内

平成23年12月２日に『東日本大震災からの復興のための施策を実施するた

めに必要な財源の確保に関する特別措置法』（平成23年法律第117号）が公布

され、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間（25年間）に生じ

る所得には、その所得税額の2.1％が『復興特別所得税』として課税されるこ

ととなりました。

株式等の配当金等も『復興特別所得税』の対象となり、所得税率に復興特別

所得税率が追加されて源泉徴収されます。

【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率について】
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